
 鯵ヶ沢町商工会報 令和 4 年大雨災害特別号 

会
員
・
非
会
員
含
め
述
べ
16
名
の
事
業
者
が
相

談
に
訪
れ
、
金
融
相
談
や
町
・
県
で
の
経
済
支

援
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

◆
災
害
見
舞
金
の
支
給 

 

被
害
に
遭
わ
れ
た
78
件
（
う
ち
１
件
辞
退
）

の
会
員
に
対
し
、
商
工
会
よ
り
一
律
１
万
円
の

見
舞
金
を
お
渡
し
い
た
し
ま
し
た
。
心
ば
か
り

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
被
害
に
遭
わ
れ
た
会
員

の
皆
様
の
復
興
へ
向
け
、
少
し
で
も
足
し
に
な

れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

◆
青
森
県
商
工
会
連
合
会
に
よ
る
現
地
視
察 

９
月
２
日
、
青
森
県
商
工
会
連
合
会
（
以
下
、

県
連
合
会
）
に
よ
る
被
害
状
況
の
現
地
視
察
が

行
わ
れ
ま
し
た
。 

県
連
合
会
副
会
長
を
は
じ
め
、
役
職
員
８
名

が
被
災
事
業
所
や
中
村
川
の
視
察
を
行
い
ま
し

た
。
ま
た
、
県
連
合
会
よ
り
商
工
会
へ
見
舞
金

20
万
円
が
手
渡
さ
れ
、
半
田
副
会
長
よ
り
「
被

災
し
た
事
業
者
を
勇
気
づ
け
る
た
め
、
出
来
る

こ
と
を
し
た
い
」
と
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
ま
し

た
。 

         

  

◆
青
森
県
遊
技
業
協
同
組
合
西
北
五
支
部

よ
り
災
害
見
舞
金
を
受
贈 

９
月
８
日
、
青
森 

県
遊
技
業
協
同
組
合 

西
北
五
支
部
よ
り 

30
万
円
の
災
害
見 

舞
金
を
受
贈
い
た
し 

ま
し
た
。
林
支
部
長 

よ
り
「
被
災
し
た
商 

店
街
な
ど
の
復
旧
や

商
工
会
の
経
済
復
興
事
業
に
少
し
で
も
役
立
て

て
頂
き
た
い
。」
と
の
お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
ま

し
た
。 

◆
全
国
商
工
会
連
合
会
に
よ
る
現
地
視
察 

９
月
９
日
、
全
国
商
工
会
連
合
会
（
以
下
、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全
国
連
）
に
よ
る
被
災
状
況
の
現
地
視
察
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
全
国
連
会
長
や
越
智
参
議
院
議

員
（
全
国
連
顧
問
）
を
は
じ
め
、
役
職
員
等
４

名
が
被
災
地
の
視
察
に
訪
れ
ま
し
た
。
視
察
前

に
商
工
会
館
に
て
、
鰺
ヶ
沢
町
平
田
町
長
よ
り

今
回
の
大
雨
に
よ
る
被
災
状
況
の
説
明
と
質
疑

応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国
連
よ
り

商
工
会
へ
10
万
円
の
見
舞
金
が
全
国
連
森
会

長
よ
り
太
田
会
長
へ
手
渡
さ
れ
、「
一
日
も
早
い

復
興
の
た
め
要
望
が
あ
れ
ば
対
応
し
て
い
き
た

い
」
と
の
お
言
葉
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

被
災
地
各
所
を
車
で
回
り
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
パ
ル
で
は
直
接
被
災
者
か
ら
被
災
状
況

に
つ
い
て
熱
心
に
聴
き
取
り
を
す
る
な
ど
視
察

を
行
い
ま
し
た
。 

                      

◆
県
内
商
工
会
等
よ
り
見
舞
金
を
受
贈 

 

被
災
し
た
地
域
の
３
商
工
会
（
鯵
ヶ
沢
・
深

浦
・
中
泊
）
を
除
く
県
内
商
工
会
及
び
県
連
合

会
よ
り
見
舞
金
を
受
贈
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
他
に
も
風
間
浦
村
商
工
会
及
び
（
株
）
青

森
共
同
計
算
セ
ン
タ
ー
よ
り
災
害
見
舞
金
を
頂

い
て
お
り
ま
す
。
今
回
頂
い
た
全
て
の
見
舞
金 
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 会員数 305 名（10 月 25 日現在） 

 

（
上
）
被
災
地
を
視
察
す
る
県
連
合
会
役
職
員 

（
下
）
県
連
合
会
半
田
副
会
長
よ
り
見
舞
金
を 

受
け
取
る
太
田
会
長 

鰺
ヶ
沢
町
で
は
８
月
９
日
の
記
録
的
な
大
雨

に
よ
り
舞
戸
町
地
区
を
中
心
に
大
規
模
な
水
害

被
害
を
受
け
ま
し
た
。
商
工
会
で
は
被
災
者
の

事
業
の
継
続
・
復
興
へ
向
け
、
次
の
よ
う
な
取

組
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

◆
被
害
状
況
及
び
要
望
調
査
・
報
告 

 

災
害
翌
日
よ
り
職
員
の
巡
回
に
よ
る
被
害
状

況
及
び
町
・
県
へ
の
要
望
調
査
を
行
い
ま
し
た
。 

調
査
内
容
は
町
及
び
青
森
県
商
工
会
連
合
会

経
由
で
県
へ
報
告
さ
れ
、
被
害
状
況
・
規
模
に

基
づ
い
た
経
済
支
援
を
決
定
す
る
重
要
な
デ
ー

タ
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆
特
別
相
談
窓
口
の
設
置 

 

８
月
12
日
、
「
大
雨
災
害
に
関
す
る
特
別
相

談
窓
口
」
を
商
工
会
へ
設
置
し
ま
し
た
。
大
雨

災
害
に
よ
る
直
接
的
又
は
間
接
的
な
被
害
に
よ

る
相
談
を
受
付
し
て
お
り
ま
す
。 

◆
特
別
経
営
金
融
相
談
会
の
実
施 

８
月
31
日
～
９
月
１
日
の
２
日
間
、
商
工
会
館

に
て
「
大
雨
災
害
に
係
る
中
小
企
業
者
向
け
特

別
経
営
金
融
相
談
会
」
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

 

（左）越智参議院議員（右）全国連森会長 

（右 2 番目）全国連後藤常務理事 

は
被
災
さ
れ
ま
し
た
会
員
の
皆
様
の
事
業
の
再

建
と
町
経
済
の
復
興
関
連
事
業
の
支
援
の
た
め

に
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。 

◆
そ
の
他
各
団
体
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て 

・
鯵
ヶ
沢
町
商
工
会
青
年
部 

 

青
年
部
で
は
被
害
に
あ
っ
た
11
名
の
青
年

部
員
に
対
し
一
律
１
万
円
の
災
害
見
舞
金
を
支

給
し
ま
し
た
。
新
保
部
長
は
「
コ
ロ
ナ
に
よ
る

猛
威
が
収
ま
ら
ぬ
中
、
今
回
の
災
害
を
受
け
て

中
小
事
業
者
は
今
が
最
も
辛
い
時
期
だ
と
思

う
。
こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
、
青
年
部
一
丸
と
な

り
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
大
切
。
協
力
出
来

る
こ
と
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
相
談
し
て
ほ
し

い
。」
と
部
員
を
激
励
し
ま
し
た
。 

・
鯵
ヶ
沢
町
商
工
会
女
性
部 

女
性
部
で
は
11
名
の
女
性
部
員
の
事
業
所

や
倉
庫
、
自
宅
等
が
、
床
上
浸
水
等
の
甚
大
な

被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
部
で
は
、
被
災
さ

れ
た
部
員
へ
取
り
急
ぎ
支
援
で
き
る
こ
と
を
摸

索
し
た
と
こ
ろ
、
消
毒
液
が
足
り
な
く
て
困
っ

て
い
る
、
と
の
声
を
耳
に
し
、
消
毒
作
業
に
役

立
て
て
も
ら
お
う
と
、
被
災
部
員
へ
業
務
用
の

塩
素
系
漂
白
剤
を
配
布
し
ま
し
た
。
今
後
も
引

き
続
き
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組
み
を
検
討
し

て
い
き
ま
す
。 

・
青
森
県
火
災
共
済
協
同
組
合 

青
森
県
火
災
共
済
協
同
組
合
で
は
今
回
の
鰺

ヶ
沢
町
で
の
大
雨
災
害
に
対
し
８
月
12
日
よ

り
契
約
者
様
宅
へ
訪
問
・
被
害
調
査
を
行
い
ま

し
た
。 

 

舞
戸
町
地
区
の
事
故
受
付
件
数
37
件
中
、
20

件
が
共
済
金
お
支
払
い
の
対
象
と
な
り
、
述
べ

約
２
８
４
０
万
円
の
水
災
共
済
金
の
お
支
払
い

を
確
定
。
９
月
15
日
付
で
20
件
全
て
の
ご
契
約

者
様
へ
の
お
支
払
い
が
完
了
し
て
お
り
ま
す
。 

◆
最
後
に 

 

鯵
ヶ
沢
町
商
工
会
で
は
引
き
続
き
災
害
復
興

に
向
け
役
職
員
一
丸
と
な
っ
て
支
援
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
大
雨
に
よ
る
直
接
的
被
害
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
間
接
的
な
被
害
に
も
目
を
向

け
、
鯵
ヶ
沢
町
で
事
業
を
行
う
皆
様
の
発
展
の

た
め
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
上
）
被
災
状
況
を
説
明
す
る
平
田
町
長 

（
下
）
全
国
連
森
会
長
よ
り
見
舞
金
を
受
け
取
る 

太
田
会
長 

要望 件数

支援金、補助金等の経済支援 32 会員 非会員 計

税、水道光熱費、家賃等の免除 6 営業施設 15,600 3,115 18,715

中村川等の改修 11 商品 21,811 3,430 25,241

ゴミ、泥の撤去 7 車両・機械器具等 43,926 13,475 57,401

その他 7 計 81,337 20,020 101,357

要望調査結果

9月2日時点

被害状況及び要望調査結果

頂いた要望は町及び県へ対し随時報告を行って

おります。

会　員：被害件数78件、うち住宅のみ7件（商工会調べ）

非会員：被害件数30件（町役場調べ）

9月2日時点

大雨災害被害額

被害額（万）

大
雨
災
害
に
伴
う 

事
業
継
続
・復
興
へ
向
け
て 



 鯵ヶ沢町商工会報 令和 4年大雨災害特別号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お電話いただければ職員がお伺いいたします。気軽にお声掛け下さい。詳しくは商工会まで ＴＥＬ：０１７３-７２-２３７６ 

所得税及び復興特別所得税関係 

災害により被害を受けられた方へ 
1.災害により住宅や家財などに損害を受けた方 
災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税及

び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります。これらの２つの方法には、次のような違いがあります。 

 所得税法（雑損控除） 災害減免法（税金の軽減免除） （注 1）棚卸資産や事業用の固定資産、

山林、生活に通常必要でない資産は、雑

損控除の対象にはなりません。なお、生

活に通常必要でない資産とは、別荘や競

走馬、1 個又は 1 組の価額が 30 万円を

超える貴金属、書画、骨とう等をいいま

す。 

（注 2）資産に生じた損害金額から保険

金などによって補てんされる金額を差

し引いた後の金額をいいます。 

対象となる 

資産の範囲等 
生活に通常必要な資産 (注 1) 住宅又は家財の損失額 (注 2) が、その価額の 2 分の 1 以上である場合 

控除額の計算又は所

得税及び復興特別所

得税の軽減額 

控除額は次の①と②のうち、いずれか多い方の

金額です。 

① 損失額－所得金額の 10 分の 1 

② 損失額のうち災害関連支出の金額－5万円 

※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅

失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回

復費用など災害に関連して支出したやむを得

ない費用をいいます。 

軽減額等は次のとおりです。 

その年分の所得金額 

所得税及び復興特別所得税の 

軽減額 

500 万円以下 全額免除 

500 万円超 

750 万円以下 

2 分の 1 の軽減 

750 万円超 

1,000 万円以下 

4 分の 1 の軽減 

 

2.災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方 

災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。（保険金などにより補てんされる

部分の金額は、必要経費に算入されません）また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額（以下「純損失」といいます。）がある場合には、次のように取り扱います。 

・青色申告の場合 純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後 3 年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。 

・白色申告の場合 純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は、翌年以後３年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。 

項目 対象 支援内容 受付期限 担当課

災害見舞金（事業主用） 被災された店舗・事業所の事業主 見舞金１店舗あたり10万円を給付 令和4年11月30日 政策推進課　観光商工班

（仮称）

町事業者被災支援補助金
被災され、事業を継続する意思のある事業者

事業を継続する対象事業者に対し、店内の改修、設備・備品等の経費を1店舗あたり20％（上限あり）を補助

・修繕等経費750万円～1,000万円は上限150万円

・修繕等経費1,500万円以上は上限300万円

令和5年3月31日 政策推進課　観光商工班

町経営安定化サポート資金

「災害枠」特別保証料補助金
被災された町内事業者

資　金（設備資金・運転資金）の保証料を

　　　　補助限度額　1,000万円

期　間　10年（据置2年）以内

利　率　３年以内0.9％（3年超1.1％）

保証料　0.45％～1.90％補助率　町全額

令和5年3月31日 政策推進課　観光商工班

鰺ヶ沢町　大雨被害に関する被災者支援制度

 詳しくは鯵ヶ沢町商工会又は青森県火災共済協同組合までお問い合わせ下さい。

 青森県火災共済協同組合：弘前事務所　弘前市上鞘師町18-1（弘前商工会議所会館4F）　TEL0172-32-7436

 取　扱　店　県内商工会・商工会議所・その他各地区取扱代理所

 ホームページ　https://kyosai-aomori.jp/

お支払いする共済金

お支払いする共済金


